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1 0546 砂岩採石業 43 2913 電力開閉装置製造業

2 0591 酸性白土鉱業 44 2971
電気計測器製造業（工業計器、医療用計測器等を除
く。）

3 0621
土木工事業（造園工事業、しゅんせつ工事業及び舗装
工事業を除く。）

45 3222 造花・装飾用羽毛製造業

4 0661 建築リフォーム工事業 46 3249 その他の楽器・楽器部品・同材料製造業

5 0744 コンクリートブロック工事業 47 3297 眼鏡製造業（枠を含む。）

6 0781 床工事業 48 4211 普通鉄道業

7 0821
電気通信工事業（有線テレビジョン放送設備設置工事
業を除く。）

49 4521 沿海旅客海運業

8 0822 有線テレビジョン放送設備設置工事業 50 4542 内航船舶貸渡業

9 0823 信号装置工事業 51 4711 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く。）

10 0831 一般管工事業 52 4811 港湾運送業

11 0833 給排水・衛生設備工事業 53 5121 男子服卸売業

12 0839 その他の管工事業 54 5361 空瓶・空缶等空容器卸売業

13 0841 機械器具設置工事業（昇降設備工事業を除く。） 55 5411 農業用機械器具卸売業

14 0842 昇降設備工事業 56 5492 計量器・理化学機械器具・光学機械器具等卸売業

15 0892 熱絶縁工事業 57 5515 陶磁器・ガラス器卸売業

16 0914 乳製品製造業（処理牛乳、乳飲料を除く。） 58 5591 金物卸売業

17 0952 砂糖精製業 59 5593 スポーツ用品卸売業

18 0953 でんぷん糖類製造業 60 5641 ドラッグストア

19 1292 コルク加工基礎資材・コルク製品製造業 61 5711 呉服・服地小売業

20 1452 角底紙袋製造業 62 5721 男子服小売業

21 1624 塩製造業 63 5913 自動車部分品・附属品小売業

22 1851 プラスチック成形材料製造業 64 6021 金物小売業

23 1992 医療・衛生用ゴム製品製造業 65 6023 陶磁器・ガラス器小売業

24 2114 ガラス容器製造業 66 6029 他に分類されないじゅう器小売業

25 2119 その他のガラス・同製品製造業 67 6031 医薬品小売業（薬局を除く。）

26 2142 食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業 68 6041 農業用機械器具小売業

27 2143 陶磁器製置物製造業 69 6064 紙・文房具小売業

28 2147 陶磁器絵付業 70 6071 スポーツ用品小売業

29 2149 その他の陶磁器・同関連製品製造業 71 6073 楽器小売業

30 2151 耐火れんが製造業 72 6082 時計・眼鏡・光学機械小売業

31 2152 不定形耐火物製造業 73 7621 日本料理店

32 2159 その他の耐火物製造業 74 7641 すし店

33 2421 洋食器製造業 75 7692 お好み焼・焼きそば・たこ焼店

34 2442 建設用金属製品製造業（鉄骨を除く。） 76 7711 持ち帰り飲食サービス業

35 2465 金属熱処理業 77 7721 配達飲食サービス業

36 2481 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 78 7731 施設給食業

37 2511 ボイラ製造業 79 8063 マージャンクラブ

38 2522 空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業 80 8065 ゲームセンター

39 2532 エレベータ・エスカレータ製造業

40 2641 食品機械・同装置製造業

41 2723 自動販売機製造業 82 9511 集会場

42 2731 体積計製造業

経営安定化資金(経済環境変化等)の指定業種
(鹿児島市中小企業融資実施要綱第3条第4号イ）

対象期間：令和8年4月1日～令和8年6月30日

※1:この表に掲げる業種は、日本標準産業分類（令和5年7月改定）において分類された業種区分によるものとする。
※2:対象期間とは、鹿児島市長に対して認定を申請することができる期間をいう。

9299
他に分類されないその他の事業サービス業（集金業、
取立業（公共料金又はこれに準ずるものに係るものを
除く。）を除く。）
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